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国立大学法人東北大学 

 

 

労働基準監督署からの是正勧告及び指導について 

 

本年１月１９日（金）に本学本部事業場が、仙台労働基準監督署から労働時間管理に関する是正

勧告及び指導を受けたことを踏まえ、その対応として、本学ではこれまで学内で調査を行ってまいり

ました。 

調査の結果、時間外労働にかかる不適正な取り扱いがあった部局等については、改善処置を求 

めるとともに、確認された超過勤務手当の未払い分の合計額約 996 万円を支給することとし、このた

び仙台労働基準監督署に全結果を報告いたしました。 

 なお、このことを踏まえ、労働時間管理の適正化及び時間外労働の縮減等については、今後全学

に通知を発出するとともに諸会議等を通じてさらに周知徹底し、取組を強化することにいたします。 

 

○ 是正勧告及び指導について 

 

・ 是正勧告の内容と対応  

内容：「本部事業場の人事部人事課事務職員に時間外・休日労働に関する労使協定の限度を超

えて時間外労働を行わせていたこと、また、平成１８年９月１日～同年１１月３０日までの法定

労働時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働に対し、２割５分以上の率で計算した割

増賃金を全額支払っていないこと。（一部不足が認められた。）」 

対応：人事課事務職員２３名の労働時間管理に関して９月～１１月分の勤務状況の調査を実施し、

確認された超過勤務手当の未払い分約 142.6 万円（精算時間数：４５３時間）を 2 月給与支給

日に支給した。 

 

・ 指導の内容と対応  

内容：「学内での調査を実施し、確認された範囲で不足分の割り増し賃金を遡及して支払うこと。

なお、調査については、本部機構のみならず、大学全体の事務職員について行うこと。」 

対応：全事務系職員を対象に「労働時間管理の実態を把握するための内部調査」を実施。 

調査は、本部及び研究所においては 2 月、学部及び病院においては 5 月を対象に全事務

系職員に対するアンケート調査及び部局等単位毎の計３４箇所を人事部職員課の職員が訪

問して行った。 

内部調査の結果、３４部局等中１１部局等に時間外労働にかかる不適正な取り扱いがあっ

た。１１部局等には、改善処置を求めるとともに、確認された超過勤務手当の未払い分約

853.5 万円を 10 月給与支給日に支給することとした。 

（労働時間管理の実態を把握するための内部調査の結果内訳） 

・調査対象者数 約１，７６０名 

           ・精算対象者      ２１１名 

           ・精算時間数    ３，６０８時間 

・精算総額    約８５３．５万円 



 

○ 超過勤務手当未払いの状況内訳 

・是正勧告における精算額 
部局等名 対象者数（人） 支払者数（人） 精算時間数（時間） 精算額概算（円） 

人事部人事課 ２３ ２３    453 1,426,473 

 

・指導における精算額 

   部局等名 対 象 者 数

（人） 

支払予定者数

（人） 

精算時間数（時間） 精算額概算（円） 

総 務 部 ３３ １８    561    1,293,387 

教育・学生支援部 ８２ ２４    567    1,578,277 

財 務 部 ７２ ４０    354 740,283 

国際交流部     ３１ ７     99     259,533 

経営企画スタッフ室      ３ ３    141 481,155 

監 査 室      ５ ２     21 68,120 

金属材料研究所 １０３ ２１    175 355,082 

電気通信研究所     ５１ ４    50     135,292 

医学部・医学系研究科    １１５ １７ 776 1,738,053 

生命科学研究科     １９ １     1       2,200 

病   院    ２５２ ７４   863 1,883,922 

計    ７６６     ２１１  3,608 8,535,304 

 

合  計 ７８９    ２３４  4,061   9,961,777 

 

 

（お問い合わせ先） 
国立大学法人東北大学人事部職員課 
担当 職員課長 石井 俊明  ２１７－５０２８ 

課長補佐 佐々木 義則 ２１７－４８２０ 

 



 
 

（理事（人事労務・施設担当）折原 守 コメント） 

 

本学としては、仙台労働基準監督署からの是正勧告及び指導を真摯に受け止め、労働 

時間管理の適正化及び時間外労働の縮減等について、今後、全学に通知を発出するとと

もに諸会議等を通じてさらに周知徹底し、取組を強化してまいります。 

 


